
プロポーザル方式（公募型）に係る手続開始の公示 

 

次のとおり提案書の提出を招請します。 

 

令和３年５月18日 

 

地方独立行政法人埼玉県立病院機構  

理事長 岩中 督 

 

記 

１ 業務内容 

⑴ 件名及び数量 

 埼玉県立病院の診療材料等調達・物品管理業務 一式 

⑵ 仕様等 仕様書及びプロポーザル説明書のとおり。 

⑶ 契約期間 契約締結日から令和６年９月30日まで 

  ただし、契約締結日から令和３年９月30日までの間は業務開始に向けた準備期間

とし、その際の費用については受注者負担とする。 

⑷ 履行場所 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市板井 1696 番地  

埼玉県立がんセンター       北足立郡伊奈町小室 780 番地  

埼玉県立小児医療センター      さいたま市中央区新都心１番地２  

埼玉県立精神医療センター     北足立郡伊奈町小室 818 番地２    

⑸ 事業者選定方法 

   県立病院ＳＰＤ事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置し（事務

局：法人本部医事・契約・訟務担当）、審査を行う。選定委員会は、書類及びヒアリ

ング審査の内容について、選定委員全員の評価を基に総合的な合議により交渉権者

を選定する。 

 ⑹ 予定額 

  金 413,280,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

 

２ 参加資格 

⑴ 地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第３条第２項各号に該当しない者

であること。 

⑵ 令和３・４年度埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」とい

う。）に登載され、業種区分「物品の販売」と業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」

の物品等の種類「その他の業務」、営業品目（小分類）「施設における中央材料室業務」に登

録があり、かつ、Ａ等級に格付けされた者であること。 

⑶ 本件の公示日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

（平成 21 年３月 31 日付け入審第 513 号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者で

あること。 



⑷ 本件の公示日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成

21年４月１日付け入審第 97号）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者

でないこと、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき、再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に、埼玉県知事が別に定める競争

入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

⑹ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第

145号）第 39条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者である

こと。 

⑺ 平成 29年４月１日以降に病院施設（500床以上）において、診療材料等の調達管理業務（Ｓ

ＰＤ業務）を受託し１年以上の業務履行実績を有すること。（再委託先として受託している

場合の実績は含めないものとする。） 

 

３ 提案書等の提出場所等 

⑴ 本件に関する担当窓口 

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目13番３号 

埼玉県立病院機構本部 医事・契約・訟務担当 松本 

電話 048-830-5985（直通） 

ファクシミリ 048-830-4905 

電子メール  a5970-06@saitama-pho.jp 

⑵ 仕様書及びプロポーザル説明書の交付方法 

ア 電子的媒体の交付 

  地方独立行政法人埼玉県立病院機構の本案件に関するホームページからダウン

ロードすること。 

イ 紙媒体の交付 

  上記⑴の交付場所において交付する。（事前に電話により連絡すること。） 

⑶ 説明会の有無 

  有 

⑷ 提案書の受付期間 

  令和３年５月31日（月）から令和３年６月17日（木）午後５時まで（必着） 

   なお、郵送により提出する場合は、書留郵便によること。 

⑸ ヒアリング予定日 

  令和３年６月25日（金） 

 

４ その他 

⑴ 契約書作成の要否 

 要 

⑵ プロポーザル参加者に要求される事項 

  このプロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザル説明書で示す必要な申請

書類等を令和３年５月18日（火）から令和３年５月26日（水）午後５時までに上記



３(1)の提出場所に提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 

⑶ 契約の相手方の決定方法 

  第一交渉権者を内定者とし契約締結の協議を行い、最終合意に至ったときに契約

を締結する。なお、内定の取消し、又は内定者からの辞退の申し出があった場合、

第二交渉権者を内定者に繰り上げる。 

⑷ その他詳細は、仕様書及びプロポーザル説明書による。 


